
 

 

 

 

ニュース 

‐法的サービスをすべての方へ‐     第５号（平成２２年１１月９日） 

ニュース 

裁判所の種類について 
裁判所には、簡易裁判所、地方裁

判所、家庭裁判所、高等裁判所、最

高裁判所があります。 

簡易裁判所は、各都道府県内に

何か所かあり民事調停や裁判、刑事

事件のうち金額の少ないもの（具体

的には、１４０万円以下）や刑が軽い

ものを取り扱い、地方裁判所は、各

都府県に１か所ずつあり（北海道は４

か所）民事や刑事事件のうち簡易裁

判所で取り扱う以外のものを担当し

ます。家庭裁判所は、離婚や相続な

どの家事調停や裁判、ならびに少年

事件を扱います。高等裁判所は、中

国地方・九州地方など全国８ブロック

に１つずつあり地方裁判所・家庭裁

判所の控訴事件などを扱っていま

す。 

どこの裁判所に訴えるの？ 

裁判をする場合は、これらの裁判

所のうち原則として相手方が住んで

いるところにある裁判所に訴えます。

例えば、相手方が福山市に住んでい

る場合は、福山の裁判所です。 

しかし、例えば、広島市内で起きた

交通事故による損害賠償事件であれ

ば事件が発生した場所の裁判所に

訴えることが可能であり、貸金請求

事件であれば、貸した人が住んでい

るところにある裁判所に訴えることが

可能です。 

このように裁判がどこの裁判所で

行われるかについてはけっこう複雑

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事件の依頼を受けた弁護士は、①

原告として裁判を起こすときには、依

頼者にとって行きやすい裁判所を選

択し、②被告として遠くの裁判所に訴

えられた場合には、近くの裁判所に

移送の申し立てをする等の対応をと

ります。          （二國則昭） 

 

１１月１日から尾道支所の

弁護士が交代します！  

当事務所の尾道支所は、司法アク

セス障害を解消し、市民に対する法

的サービスを一層充実させるため

に、平成２０年１１月１日に開設され

ました。それ以来、長場弁護士が支

所長として業務を行ってきましたが、

平成２２年１０月末をもって退所し、後

任として、成廣弁護士が就任します。

なお、任期を終えた長場弁護士は広

島市内で独立します。 当事務所から

初めて巣立つ長場弁護士を今後も応

援し、これからも協力していきたいと

思います。 

～成廣弁護士から一言～ 

 地域の方々の様々な法的ニーズに

応えられるよう、当事務所の本所や

関係機関とも連携して、尽力していき

たいと思っておりますので、宜しくお

願いします。JR 在来線尾道駅から海

側徒歩２分の場所に事務所がありま

す。電話で予約の上、お気軽にご相

談下さい。（TEL：0848-21-0045） 

 

 当事務所の弁護士に相談するには、平日の９時～１８時の間に、お電話（０８２－５１１－７７７２）で予約して下

さい。相談日時は、原則として、平日の９時～１７時半、土曜日の１３時～１５時半です。 

当事務所では、尾道支所を開設し、尾道市や三原市等の周辺のご相談も積極的に受け付けています。 

詳細は、ホームページでご確認下さい。 http://www.hiroshima-mirai.com/ 

本ニュースに関するご意見・ご要望も当事務所までお電話でお願いします。 

所属弁護士：二國則昭、定者吉人、大村真司、紅山綾香、滑川和也、成廣貴子、見之越常治、森井基嗣、渡邉圭輔 

１２月１日に大竹支所が開設

される予定です！ 

詳細は、次号でお伝えします。 

 

法律プチ★クイズ 

死亡時に財産を受け継がせる方法

として遺言という方法があります。さ

て、遺言の方式は何種類あるでしょう

か。正解は次号で発表します。 

前号のクイズの正解ですが、日本

の裁判では、訴えられたり申し立てら

れたりした人の利益を重んじるとの原

則があり、その原則に従い相手方の

住む東京の家庭裁判所か、相手方と

の話し合いで決めた家庭裁判所に申

し立てることになります。左記記事も

参考にしてみて下さい。 

平成２２年１１月と１２月の 

法律相談会のご案内 

●「年末全国一斉相談会（労働問

題、生活保護・公的給付・多重債務

等の生活問題に関して）」 

１１月２９日（月）３０日（火）１０時から

１７時／広島駅エールエール地下広

場にて／相談無料（予約不要）／主

催＆問い合わせ先：広島弁護士会

TEL：082-228-0230 

※上記相談会につき１２月 1日（水）

の１０時から１７時までは電話相談

のみ（TEL:0120-158-794）を実施 

 


